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14 学校評価推進委員会設置要綱  

   

１ 設置の目的  

   校長が教育目標や教育計画等を年度当初に保護者や学校評議員、地域住民に説明すると

ともに、  その達成状況等に関する学校評価を実施し、その成果を公表することにより、学校運

営や教育活   動の改善充実や教職員の資質・能力の向上を図るとともに開かれた学校づくり

に資する。  

   

２ 任 務  

   設置の目的を達成し、学校が自主性・自立性を確立し、地域に根ざし、地域から信頼される

「特  色ある教育・特色ある学校づくり」が図られるよう、適切な学校評価項目を作成するとととも

に、  評価実施し校長に報告する。  

   

３ 構 成  

   学校評価委員会に教職員評価委員会と教職員外評価委員会を置き構成は次ぎのとおりとす

る。  

(1) 内部評価委員会（委員長は教頭）  

   教頭、事務長、教務、１学年、２学年、３学年、生徒指導、進路指導、環境美化、図書視聴覚、   

商業科、情報処理、国際観光、保健、教育相談、職員代表  

   

(2) 外部評価委員会  

   学校評議員による５名。  

   

４ 評価項目と評価  

   教育目標、教育計画、各教科・科目の指導、総合的な学習の時間、特別活動、生徒指導、進

路   指導、健康・安全指導、環境美化、研究・研修、地域社会との連携、その他を別紙評価表

により   各学期ごとに全職員及び学校評議員が評価を行う。なお、評価項目については、評価

の目的が達   成できるよう随時改善を図る。  

   

５ 評価の反省  

   内部評価委員会は、全職員の評価を集約するとともに校長に報告する。校長は、報告された

内   容について、必要なことを職員会で協議するとともに学校経営に生かす。  

   

   

   

   

   


